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番号 区    分 内　　　　容 配点

1 事業実施体制

・業務の実施体制は十分か。
・業務の円滑かつ効果的な実施に必要な専門的知見やノウハウ、経験、
企業等とのネットワークを有しているか。
・類似事業に関する受託実績等は豊富か。
・業務の全体スケジュールは適切か。
・関係する機関や施策・事業との連携等について工夫され、相乗効果が
見込まれるか。

23

2
セミナーの企画・運
営

・事業者のプログラムへの参加につながるような工夫はされているか。
・実施スケジュールは適切か。
・ソーシャルビジネスへの理解が深まる内容となっているか。

10

3
プログラムの企画・
運営

・事業者と学生等が解決策を共創できるようなプログラムとなっている
か。
・プログラムの実施スケジュールは適切か。
・取組体制は十分か。
・ソーシャルビジネスに取り組んでいるまたは取り組む意欲がある事業
者との関係性やネットワークは十分にあるか。
・SDGｓやソーシャルビジネスへの理解は深いか。
・効果的な広報活動のノウハウや仕組みを有しているか。
・学生等が提案した解決策を事業化するための効果的な工夫や独自の提
案はあるか。

30

4

ソーシャルビジネス
に取り組む意欲があ
る事業者の発掘・情
報収集

・県内事業者との関係性やネットワークは十分にあるか。
・効果的な工夫や独自の提案はあるか。
・スケジュールは適切か。
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5 見積価格の妥当性

・予定価格に対する提案価格の割合により、以下のとおり
　85％未満　・・・・・・・　10点
　85％以上90％未満　・・・　８点
　90％以上95％未満　・・・　６点
　95％以上97％未満　・・・　４点
　97％以上99％未満　・・・　２点
　99％以上予定価格未満・・　１点
　予定価格と同額　・・・・　０点
　100％より大きい　・・・・ 失格

10

「滋賀県ワーク・ライフ・バランス推進企業」の登録、または次世代育
成支援対策推進法に基づく基準適合一般事業主として厚生労働大臣の認
定を受けているか。

1

・高年齢者雇用確保措置について、労使協定の締結または就業規則の労
働基準監督署への届出をしているか。

1

・障害者の雇用の促進等に関する取組のうち、次のいずれかに該当する
か。
①障害者の雇用に関する状況の報告義務がある事業者であって法定雇用
率が達成されていること。
②障害者の雇用に関する状況の報告義務がない事業者であって障害者を
雇用していること。
③「しが障害者施設応援企業」の認定を受けていること。
④障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく基準適合事業主として厚
生労働大臣の認定を受けていること。

1

・「滋賀県女性活躍推進企業」の認証を受けているか、または女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律に基づく基準適合一般事業主と
して厚生労働大臣の認定を受けているか。

1

・環境マネジメントシステムのうち、次のいずれかの認証・登録を受け
ているか。
・国際標準化機構が定めた規格ＩＳＯ14001に適合している旨の認証
・一般財団法人持続性推進機構（平成23年９月30日以前に登録・更新し
た場合は、財団法人地球環境戦略研究機関持続性センター）の実施する
エコアクション21の認証・登録
・特定非営利活動法人ＫＥＳ環境機構の実施するＫＥＳ・環境マネジメ
ントシステム・スタンダードの登録
・一般財団法人エコステージ協会の実施するエコステージの認証

1

7 県内企業 ・県内に本店を有する事業者か。 2

100

評価基準

合計

社会政策推進6


